
(宛 先 )

〒100-8916
電話

FAX

厚生労働省 医薬・生活衛生局
食品基準審査課 残留農薬等基準審査室 宛

東京都千代田区霞が関1-2-2
03(5253)1111(内 線4289)
03(3595)2423(18時 以降)

03-3595-2432(残留農薬等基準審査室FAX)

寄付金・契約金等受取(割 当て)額等回答表

令和ご年ノが 8日
令和3年 10月 22日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金口契約金等の受取(割 当て)額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のウエコナゾールPの残留基準の設定について

②食品中のオキサチアピプロリンの残留基準の設定について

③食品中のカズサホスの残留基準の設定について

④食品中のスピノサドの残留基準の設定について

⑤食品中のビランテル及びモランテルの残留基準の設定について

⑥食品中のビリベンカルプの残留基準の設定について

⑦食品中のフェナザキンの残留基準の設定について

③食品中のフルアジナムの残留基準の設定について

⑨食品中のカ フラニリドの残留基準の設定について

⑩食品中のペンディメタリンの残留基準の設定について

⑪食品中のホラムスルフロンの残留基準の設定について

⑫食品中のポリオキシンの残留基準の設定について



①食品中のウエコナゾールPの残留基準の設定について

企業名(申 請企業等): 住友化学株式会社
→ 受取の有無 :□ 有り  /無 し● 寄付金口契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

□ 令和3年度

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

②食品中のオキサチアピプロリンの残留基準の設定について

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万円超

●

●

Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

該当の有無:□ 有り

該当の有無:固 有り

し

し

無

無

ｙ

企業名(申 請企業等): ダウ・アグロサイエンス日本株式会社

【受取額の内訳】
□ 寄附金(奨学寄付金含む) □ 研究契約金  ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他( )

● 寄付金口契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 令和元年度
□ 令和2年度   .
□ 令和3年度

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

③食品中のカズサホスの残留基準の設定について

→ 受取の有無 :□  有り ♂ 無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万円超

し

し

無

無
「
―

―

―

―

―

コ

ν
ビ

●

●

Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

該当の有無 :□  有り

該当の有無 :□  有り

企業名(申 請企業等): エフエムシーロケミカルズ株式会社

【受取額の内訳】
□ 寄附金(奨学寄付金含む) □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料  □ 原稿執筆料    □ 当該企業の株式

□ その他( )

● 寄付金・契約金等の受取 (割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

□ 令和3年度

【受取額の内訳】
□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料目指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

□ その他(                  )

有

該

□

□

□

帥

当
‐

卜

ｊ

↓ 無

年

●

●

Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無 :□  有り

該当の有無 :□  有り

し

し

無

無

訛



④食品中のスピノサドの残留基準の設定について

.彗誤 ダ 諸 響 力 ξ 警
″ 型 皇 巫 幽 颯 盤 L__百

画 亜 覆 F膏万
ヲ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度 当該年度における受取額

□ 50万円以下

係関堂
ロ

利の別特るれりヽえ考と

の

創器岬朝
一轄
舗
輛

●

●

Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

該当の有無 :固 有り

該当の有無 :□ 有り

⑤食品中のピランテル及びモランテルの残留基準の設定について

.響誓響器針誓進』鍵許
三≧ジ =И

訓困 L一__=理
函〒可可 可 _ご 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金口契約金等を受け取つた年度 当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 令和元年度

□ 令和2年度

□ 令和3年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

□ 令和3年度

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万円超

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万円超

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万円超

該当の有無 :固 有り

該当の有無 :□ 有り

し

し

無

無
「

―

―

―

―

‐

∃

ゴ

ゴ

し

し

無

無
「

―

―

‐

‐

∃

ご

ゴ

し

し

無

無

牢

係関堂
ロ

利の別特るれりヽえ考と椰
翡

の

創一議議繰

申

審

特

●

●

Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

該当の有無:□ 有り

該当の有無 :□ 有り

.警 議 響 毒 彗 薔 鍵 画 魂 麦
4劇 却 塗 L一

一 一 一
__三

憂 薮
憂 IF=^可 _ジ

無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度 当該年度における受取額

□ 50万円以下
□ 令和元年度

□ 令和2年度

□ 令和3年度

係関堂
目

利の別特るれりヽ』え考と♯
議

の

さ器州朝

請

議

記

一申

審

特

●

●

Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

【受取額の内訳】

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料口商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

□ その他(            __  )

【受取額の内訳】

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料ヨ指導料

□ 特許権・特許使用料口商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

□ その他(     _二_______―一一―⊇

【受取額の内訳】

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料口商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

□ その他(     _



⑥食品中のピリベンカルプの残留基準の設定について

企業名(申 請企業等): クミアイイヒ学工業株式会社
● 寄付金ヨ契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 令和元年度
□ 令和2年度

□ 令和3年度

【受取額の内訳】
□ 寄附金(奨学寄付金含む) □ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料E商標権による報酬
□ 講演料  □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他( )

有

該

□

□

□

帥

当
・
‐
卜
‥
Ｊ

↓ 耗　　　防
万

ピ
瀬
　
晰

取

　

５Ｃ

一初］勢碑湘

田
‐こお‐‥別
川
朋

こ

死

死

０

自

５。

５。

５。

‥

層

５

５

５

無

年

●

●

Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑦食品中のフェナザキンの残留基準の設定について

企業名(申 請企業等): ゴーワン社

→ 該当の有無 :□  有り
→ 該当の有無 :固  有り

し

し

無

無

手

● 寄付金口契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金口契約金等を受け取つた年度
□ 令和元年度

´

□ 令和2年度   .
□ 令和3年度

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

③食品中のフルアジナムの残留基準の設定について

企業名(申 請企業等): 石原産業株式会社

→ 受取の有無 :固 有り  ざ 無し

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万円超

し

し

無

無
「
―

―

―

―

―

∃

ゴ
ビ

●

●

Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

→ 該当の有無 :□  有り
→ 該当の有無 :□  有り

【受取額の内訳】
□ 研究契約金   ロ コンサルタント料 a指導料□ 寄附金(奨学寄付金含む)

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

原稿執筆料    □ 当該企業の株式□ 講演料  □

)□ その他(

● 寄付金口契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金口契約金等を受け取つた年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

□ 令和3年度

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

→ 受取の有無:由 肴リ  ゴ 無し
当該年度における受取額

卜 : ::[]掌 』

500万円以下

【受取額の内訳】

□ 寄附金(奨学寄付金含む) □ 研究契約金 ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権口特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料 □    原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他( )

●

●

Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

該当の有無 :固 有り

該当の有無 :□ 有り

し

し

無

無
欲



⑨食品中のプロフラニリドの残留基準の設定について

企業名(申 請企業等): 三井化学アグロ株式会社
● 寄付金口契約金等の受取 (割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

□ 令和3年度

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑩食品中のペンディメタリンの残留基準の設定について

企業名(申 請企業等): BASFジャパン株式会社

→ 受取の有無 :固 有り  F無 し

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万 円超

●

●

Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

→ 該当の有無 :□ 有り
→ 該当の有無 :□ 有り

し

し

無

無

シ

【受取額の内訳】
                           コンサルタント料目指導料□ 研究契約金   □□ 寄附金(奨学寄付金含む)

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

原稿執筆料    □ 当該企業の株式□ 講演料  □

)□ その他(

● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 令和元年度
□ 令和2年度   .
□ 令和3年度

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑪食品中のホラムスルフロンの残留基準の設定について

企業色(申 請企業等): ノV'エルクロップサイエンス株式会社

→ 受取の有無 :固 有リ  ビ  無し

当該年度における受取額

□ 50万円以下
|□  50万円超～500万円以下

□ 500万円超

●

●

Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

→ 該当の有無:□ 有り
→ 該当の有無:□ 有り

し

し

無

無
「
―

―

―

―

Ｉ

Ｊ

♂

ゴ

【受取額の内訳】

□ 研究契約金   ロ コンサルタント料・指導料□ 寄附金(奨学寄付金含む)

□ 特許権・特許使用料口商標権による報酬

原稿執筆料    □ 当該企業の株式□ 講演料  □

)□ その他(

● 寄付金・契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

□ 令和3年度

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

→ 受取の有無 :□ 有リ  ゴ 無し

当該年度における受取額

□ 50万円以下
|□  50万円超～500万円以下

□ 500万円超

●

●

Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

該当の有無 :□ 有り

該当の有無 :□ 有り

し

し

無

無

予
♂
「
‐
‐
コ

【受取額の内訳】

                         ロ コンサルタント料目指導料□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

)□ その他(



⑫食品中のポリオキシンの残留基準の設定について

企業名(申 請企業等): 科研製薬株式会社
● 寄付金・契約金等の受取 (割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金 E契約金等を受け取つた年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

□ 令和3年度

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

企業名 (申 請企業等): クミアイ化学工業株式会社

有

該

□

□

□

帥

当
‐

卜

Ｊ

↓ 無 :□ 有り  ♂ 無し

年度における受取額

50万円以下

50万円超～500万円以下

500万円超

【受取額の内訳】
□ 寄附金(奨学寄付金含む) □ 研究契約金  ロ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □    原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他( )

●

●

Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

→ 該当の有無 :□ 有り
→ 該当の有無 :□ 有り

じ

し

無

無

ジ

寄付金・契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取つた年度
□ 令和元年度

□ 令和2年度
□ 令和3年度

→ 受取の有無 :固 有リ  ゴ 無し

当該年度における受取額

卜 : :::]掌 』

500万円以下

【受取額の内訳】
□ 寄附金(奨学寄付金含む) □ 研究契約金   ロ コンサルタント料口指導料

□ 特許権・特許使用料口商標権による報酬
□ 講演料 □    原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他( )

●

●

Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無 :□  有り

該当の有無 :□  有り

し

し

無

無

Ｊ



（ 宛　先 ）

〒100－8916 東京都千代田区霞が関１－２－２
電話　 03（5253）1111　（内線4289）

03（3595）2423　（18時以降）
FAX 03－3595－2432　（残留農薬等基準審査室ＦＡＸ）

令和　　　年　　　月　　　日

令和3年10月22日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬･動物用医薬品部会

現　職

氏　名

⑪食品中のホラムスルフロンの残留基準の設定について

⑫食品中のポリオキシンの残留基準の設定について

③食品中のカズサホスの残留基準の設定について

厚生労働省　医薬・生活衛生局
　食品基準審査課　残留農薬等基準審査室　宛

寄付金・契約金等受取（割当て）額等回答表

　以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回
答する。

①食品中のウニコナゾールPの残留基準の設定について

②食品中のオキサチアピプロリンの残留基準の設定について

⑩食品中のペンディメタリンの残留基準の設定について

④食品中のスピノサドの残留基準の設定について

⑤食品中のピランテル及びモランテルの残留基準の設定について

⑥食品中のピリベンカルブの残留基準の設定について

⑦食品中のフェナザキンの残留基準の設定について

⑧食品中のフルアジナムの残留基準の設定について

⑨食品中のブロフラニリドの残留基準の設定について
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企業名（申請企業等）： 住友化学株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： ダウ・アグロサイエンス日本株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： エフエムシー・ケミカルズ株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

①食品中のウニコナゾールPの残留基準の設定について

②食品中のオキサチアピプロリンの残留基準の設定について

③食品中のカズサホスの残留基準の設定について
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企業名（申請企業等）： ダウ・アグロサイエンス日本株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（製造企業等）： ピーヴィージー・ジャパン有限会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（製造企業等）： コーキン化学株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

④食品中のスピノサドの残留基準の設定について

⑤食品中のピランテル及びモランテルの残留基準の設定について :
✓
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企業名（申請企業等）： クミアイ化学工業株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： ゴーワン社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： 石原産業株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

⑦食品中のフェナザキンの残留基準の設定について

⑧食品中のフルアジナムの残留基準の設定について

⑥食品中のピリベンカルブの残留基準の設定について
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企業名（申請企業等）： 三井化学アグロ株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： BASFジャパン株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： バイエルクロップサイエンス株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

⑪食品中のホラムスルフロンの残留基準の設定について

⑨食品中のブロフラニリドの残留基準の設定について

⑩食品中のペンディメタリンの残留基準の設定について
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企業名（申請企業等）： 科研製薬株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： クミアイ化学工業株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

⑫食品中のポリオキシンの残留基準の設定について
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（宛　先）

〒100－8916

電話

FAX

食品遥認許題諾墓室威牢乎
東京都千代田区霞が関1－2－2

03（5253）1111（内線4289）

03（3595）2423（18時以降）

03－3595－2432（残留農薬等基準審査室FAX）

寄付金・契約金等受取（割．当て）額等回答表 

令和J年′ク月／夕日

令和3年10月22日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のウニコナゾールPの残留基準の設定について

②食品中のオキサチアピプロリンの残留基準の設定について

③食品中のカズサホスの残留基準の設定について

④食品中のスピノサドの残留基準の設定について

⑤食品中のピランテル及びモランテルの残留基準の設定について

⑥食品中のピリベンカルブの残留基準の設定について

⑦食品中のフェナザキンの残留基準の設定について

⑧食品中のフルアジナムの残留基準の設定について

⑨食品中のプロプラ二リドの残留基準の設定について

⑩食品中のペンディメタリンの残留基準の設定について

⑩食品中のホラムスルフロンの残留基準の設定について

⑫食品中のポリオキシンの残留基準の設定について

塑　〟頼如頼芽柳線度　＿＿＿
旦旦＿、巨人風泉



①食品中のウニコナゾールPの残留基準の設定について

．書監禁悪霊慧（去J当譜出挙株式皇辻－
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

＝受取の有無＝口．有－／無し

当該年度における受取額
□　令和元年度 �����S�iﾈ鈴O��

□　令和2年度 �����S�iﾈ苓躋�

□　令和3年度 �����S��iﾈ冷�

【受取額の内訳】 剽L 

ロ　寄附金（奨学寄付金含む）　　　　　　　□　研究契約金　　ロ　コンサルタント料・指導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 

□　講演料　　口　　　原稿執筆料　　　□　当該企業の株式 

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　） 

申請資料等の作成に密接に関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　該当の有無：□ 

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

②食品中のオキサチアピプロリンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　ダウ・アグロサイエンス日太株式会
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

超～500万円以下

超

→　該当の有無：□　有り

→受取の有軒□有り　〆無し

当該年度における受取額
□　令和元年度 �����S�iﾈ苓,��

□　令和2年度 �����S�iﾈ苓躋�

□　令和3年度 �����S��iﾈ冷�

【受取額の内訳】 

ロ　寄附金（奨学寄付金含む）　　　　　　　口　研究契約金　　ロ　コンサルタント粁指導料 

口　特許権・特許使用料・商標権による報酬 

D　講演料　　□　　　原稿執筆料　　　□　当該企業の株式 

口　その他（　　　　　　　　　　　　　　　） 

申請資料等の作成に密接に関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　該当の有無＝□　有 

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

③食品中のカズサホスの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　エフエムシー・ケミカルズ株式会
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

超～500万円以下

→　該当の有無：□　有り

→受取の有無＝□有り　オ無し

当該年度における受取額
□　令和元年度 �8ﾘ��S�iﾈ鈴+r�

□　令和2年度 �8ﾘ��S�iﾈ苓躋�

□　令和3年度 �����S��iﾈ冷�

【受取額の内訳】 

□　寄附金（奨学寄付金含む）　　　　　　　□　研究契約金　　ロ　コンサルタント朴指導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 

口　講演料　　□　　　原稿執筆料　　　□　当該企業の株式 

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　） 

申請資料等の作成に密接に関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　該当の有無：口　有 

超～500万円以下

超

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係　　　　　　　　→　該当の有無‥□　有り

特記事項

L
 
L

無
無

訂

訂

﹈



④食品中のスピノサドの残留基準の設定について

．禦（去J当器仰サ侶払旦杢捏茎垂
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

＝頂猿の有無口前‾〆無し
当該年度における受取額

□　令和元年度 � 

□　令和2年度 

□　令和3年度 

【受取額の内訳】 劔tﾈ.��tﾈ.��

呂霊芝芸子芸芸芸言霊誤権による翻　□研究契約金　ロコンサルタント料・指導料 
□　講演料　□　　　原稿執筆料　　　□　当該企業の株式 

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　） 

申 審 特 傚�ﾇﾉxｸｧﾙDi�依�,hﾖﾈ*h.x.ｨ.�<�¥ｨ,ﾉy挨�ｭhﾅx��������~ﾈ���杏ﾈ���2�

⑤食品中のピランテル及びモランテルの残留基準の設定について

．漂禦（去」当常イ‾ジ‾・地象隈全室し
受取有りの場合、最も多い寄附卦契約金等を受け取った年度

下
～500万円以下

→　受取の有無＝□　有り　オ無し

当該年度における受取額
□　令和元年度 � 

□　令和2年度 

□　令和3年度 

【受取額の内訳 劔tﾈ.��tﾈ.��

呂霊芝芸子芸書芸言霊誤権による報酬　□研究契約金　ロコンサルタント料儲導料 
□　講演料　□　　　原稿執筆料　　　□　当該企業の株式 

□　その他（　　　　　　　　） ・≡主、 

申 審 特 丼xｮﾙxｸｧﾙDi�依�,hﾖﾈ*h.x.ｨ.�<�¥ｨ,ﾉy挨�ｭhﾅx������?�ﾆH��ﾇﾉxｸ抱�9�2�

．漂禦（去当岩出ヒ璧捏室全埜一
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

下
～500万円以下

＝「垂取の有無‥□■南‾√無し

当該年度における受取額∪　令和元年度 剌¥≡≡≡器 
□　令和2年度 

□　令和3年度 

【受取額の内訳】 

呂霊芝芸子芸書芸言霊誤権による報酬　□研究契約金　ロコンサルタント料儲導料 
□　講演料　□　　　原稿執筆料　　　□　当該企業の株式 

□　その他（　　　　　　　　　） 三重 

申 審 特 �?ｨ��{�9�,ﾈﾞﾉ�ﾈ,冕y�ｨ,亊iu��������������������������������挨�9h,ﾉtﾉk8����tﾂ�

雲呈芸平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係　　　　→該当の有無‥□有 

超～500万円以下

●

●

﹇

●

●

﹇

L
 
L

無
無

〆
オ

‖

ツ

　

い

ノ

﹈



⑥食品中のピリベンカルブの残留基準の設定について

．漂家法雪翳慧（妄」当欝偵工蓋丘孟鎚
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

→　受取の有無＝□　有り　オ／無し

当該年度における受取額
□　令和元年度 凵｠　50万円以「 

ロ　令和2年度 凵｠　50万円超（ 

□　令和3年度 凵｠　500万円超 

【受取額の内訳】 
ロ　寄附金（奨学寄付金含む）　　　　　　□　研究契約金　　ロ　コンサルタント料偶導料 剪�

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 剪�

□　講演料　□　　　原稿執筆料　　　□　当該企業の株式 剪�

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　） 剪�

申 審 特 �支��{�9�,ﾈﾞﾉ�ﾈ,冕y�ｨ,亊iu���������������������������������������･�9h,ﾉtﾉk8������tﾈ.��

義の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係　　　　　　　　→　該当の有無‥□　有り 

己事項 

⑦食品中のフェナザキンの残留基準の設定について

．漂慧慧慧画尭盟社　－¶
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

～500万円以下

→　受取の有無＝□　有り　オ　無し

当該年度における受取額
□　令和元年度 凵｠　50万円以「 

ロ　令和2年度 凵｠　50万円超（ 

□　令和3年度 凵｠　500万円超 

【受取額の内訳】 
□　寄附金（奨学寄付金含む）　　　　　　□　研究契約金　　ロ　コンサルタント料偶導料 

□　特許権・特許使用料■商標権による報酬 
□　講演料　　□　　　原稿執筆料　　　□　当該企業の株式 

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　） 

申 審 特 ��(��{�9�,ﾈﾞﾉ�ﾈ,冕y�ｨ,亊iu�������������������������������������･�9h,ﾉtﾉk8������tﾈ.��

義の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係　　　　　　　　→　該当の有無：□　有り 

己事項 

⑧食品中のフルアジナムの残留基準の設定について

．苦労莞翳慧（去J当君主義賊会社¶
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

～500万円以下

＝受取の有無：口前一㌔無し
当該年度における受取額

□　令和元年度 凵｠　50万円以「 

□　令和2年度 凵｠　50万円超（ 

□　令和3年度 剏禔@500万円超 

【受取額の内訳】 剪�
□　寄附金（奨学寄付金含む）　　　　　　□　研究契約金　　ロ　コンサルタント料・指導料 

口　特許権・特許使用料・商標権による報酬 
□　講演料　□　　　原稿執筆料　　　□　当該企業の株式 

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　） 

申 審 特 �?ｨ��{�9�,ﾈﾞﾉ�ﾈ,冕y�ｨ,亊iu���������������������������������������･�9h,ﾉtﾉk8�h���冲ﾈ.��

義の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係　　　　　　　　→　該当の有無＝□　有り 
己事項 

～500万円以下

●

●

﹇

●

●

﹇



⑨食品中のプロプラ二リドの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　三井化学アグロ株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

→　受取の有無：□　有り　オ〆無し

当該年度における受取額
□　令和元年度 �����S�iﾈ鈴+r�

□　令和2年度 �����S�iﾈ苓躋�

□　令和3年度 �����S��iﾈ冷�

【受取額の内訳】 剽L 

□　寄附金（奨学寄付金含む）　　　　　　　ロ　研究契約金　　ロ　コンサルタント料・指導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 

□　講演料　　□　　　原稿執筆料　　　□　当該企業の株式 

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　） 

申請資料等の作成に密接に関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　該当の有無：□ 

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑩食品中のペンデイメタリンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　BASFジャパン株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

超～500万円以下

超

→　該当の有無：□　有り

→受取の有無＝□有り　固／無し

当該年度における受取額
□　令和元年度 �����S�iﾈ苓5ｲ�

□　令和2年度 �����S�iﾈ苓躋�

□　令和3年度 �����S��iﾈ冷�

【受取額の内訳】 

□　寄附金（奨学寄付金含む）　　　　　　　□　研究契約金　　ロ　コンサルタント料・指導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 

□　講演料　　口　　　原稿執筆料　　　口　当該企業の株式 

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　） 

申請資料等の作成に密接に関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　該当の有無二□　有 

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑬食品中のホラムスルフロンの残留基準の設定について

．漂吾禦慧（去」当莞辿也′プサイエ退珪式畠
受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

超～500万円以下

超

→　該当の有無：□　有り

→　受取の有無＝□　有り　オ　無し

当該年度における受取額
□　令和元年度 �����S�iﾈ鈴+r�

□　令和2年度 佰ｸ��S�iﾈ苓躋�

□　令和3年度 �����S��iﾈ冷�

【受取額の内訳】 

□　寄附金（奨学寄付金含む）　　　　　　　□　研究契約金　　ロ　コンサルタント料・指導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 

□　講演料　　□　　　原稿執筆料　　　□　当該企業の株式 

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　） 

申請資料等の作成に密接に関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　該当の有無：□　有 

超～500万円以下

超

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係　　　　　　　　→　該当の有無＝ロ　有り

特記事項



⑫食品中のポリオキシンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　科研製薬株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

→受取の有無＝□有り　〆無し

当該年度における受取額
□令和元年度 □令和2年度 □令和3年度 

【受取額の内訳】 ��

□　寄附金（奨学寄付金含む）　　　　　　　　ロ　研究契約金　　ロ　コンサルタント料・指導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 

□　講演料　　□　　　　原稿執筆料　　　　□　当該企業の株式 

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） 

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

企業名（申請企巣等）：　クミアイ化学工菓株式会毒
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

超～500万円以下

超

→　該当の有無：□　有り

→　該当の有無：□　有り

→受取の有無＝□有。　〆無し

当該年度における受取額
□令和元年度 □令和2年度 口令和3年度 �� 

【受取額の内訳】 �� 

□　寄附金（奨学寄付金含む） �����ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

□　特許権■特許使用料・商標権による報酬 ��■ 

□　講演料　　D　　　　原稿執筆料 �����9h･舒仂h,ﾈｩH���■ 

□　その他（ ��｢� 

超～500万円以下

超

●申請資料等の作成に密接に関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　該当の有無：□　有り

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係　　　　　　　　　　→　該当の有無：□　有り

特記事項
﹈



( 宛先）

厚生労働省医薬・生活衛生局
食品基準審査課残留農薬等基準審査室宛

  〒1 0 0 一8 9 1 6 東京都千代田区霞が関1 一2 — 2
  電話 0 3 ( 5 2 5 3 ) 1  1  1  1 ( 内線4 2 8 9 )

0 3 ( 3 5 9 5 ) 2 4 2 3  ( 1 8 時以降）
  F A X 0 3 - 3 5 9 5 - 2 4 3 2  ( 残留農薬等基準審査室F A X )

寄付金・契約金等受取( 割当て) 額等回答表

令和d 年/ り月/ チ日
令和3 年1 0 月2 2 B 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額等について、別紙のとおリ回

答する。

  ① 食品中のウニコナゾールP の残留基準の設定について

  ② 食品中のオキサチアピプロリンの残留基準の設定について

  ③ 食品中のカズサホスの残留基準の設定について

  ④ 食品中のスピノサドの残留基準の設定について

  ⑤ 食品中のピランテル及びモランテルの残留基準の設定について
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  氏名 一ーー 了 



①食品中のウニコナゾールP の残留基準の設定について

―該当の有無：口有り

一該当の有無：口有り

一受取の有無：口有り 0  無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

ー ロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

口令和3 年度

・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「特記事項

企業名（申請企業等）：住友化学株式会社

・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

口令和3 年度

- * 受取の有無：口有り 包無し
当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

ー ロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指専料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

  口 その他（ ）

   ・申請資料等の作成に密接に関与 ―該当の有無：口有り 無し

  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 一該当の有無：口有り 站無し

  「特記事項 1

②食品中のオキサチアピブロリンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）: ダウ・アヴロサイエンス日太秩式会計

寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

口令和3 年度

  受取の有無：口有リ 0  無し

当該年度における受取額

1  口 5 0 万円以下
h  口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下
J  口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

  口講演料 口 原稿執筆料

口 その他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

ロ コンサルタント料・指導料

)

申請資料等の作成に密樹こ関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無・・ ロ有り

該当の有無：口有り

S I

功

 無し

 無し

③食品中のカズサホスの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：エフエムシー・ケミカルズ株式会社

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロ コンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

   ロ ーその他（  )  

し
し

無
無

I
 

—
 

・
ー



④食品中のスピノサドの残留基準の設定について

企業名（申誰企業塞）：ダウ・アヴロサイエンス日太秩式会計

・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

口令和3 年度

  一受取の有無：口有り 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

ー ロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

     口 その他（ ）  
  ・申請資料等の作成に密接に関与 該当の有無：口有り 0  無し

  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 ―該当の有無：口有り 0  無し

  「特記事項 π

⑤食品中のピランテル及びモランテルの残留基準の設定について

企業名（越造企業塞）：ピーヴィージー・ジャパン有限会社

寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

口令和3 年度

受取の有無：口有り 函無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

  口講演料 口 原稿執筆料

口 その他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

ロ コンサルタント料・指導料

)

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

並業名( 製造企業等）：コーキン化学株式会社

一該当の有無：口有り

一該当の有無：口有り

s f 無し

 無し

寄付金- 契約金等の受取( 割当て) 額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

口令和3 年度

受取の有無：口有り s f 無し
当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料

口 その他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

)

ロコンサルタント料・指導料

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

該当の有無：口有り

該当の有無：口有り

ゴ無し
 無し



⑥食品中のピU ベンカルブの残留基準の設定について

―該当の有無：口有り

該当の有無：口有り

―受取の有無：口有り Z  無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

口令和3 年度

・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「特記事項

⑦食品中のフェナザキンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：ゴーワン社

・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

口令和3 年度

―受取の有無：口有り ば無し
当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

ー ロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

  口その他（ ）

  ・申請資料等の作成に密接に関与 ―該当の有無：口有り B Z f 無し
  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 一該当の有無：口有り ゴ無し
  「特記事項 1

⑧食品中のフルアジナムの残留基準の設定について

企業名（申誰企業等）: 石原産業株式会社
寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

  口令和3 年度

受取の有無：口有リ 5 / 無し
当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

  口講演料 口 原稿執筆料

  口 その他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

ロ コンサルタント料・指導料

)

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無：口有り

該当の有無：口有り

 無し

 無し

  口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口 当該企業の株式

)

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料

口 その他（

企業名( 申請企業等）: クミアイ化学工業株式会社

し
し

無
無



⑨食品中のブロフラニリドの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：三井化学アグ□株式会社
寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

口令和3 年度

  受取の有無：口有り 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料

 π その他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

)

ロ コンサルタント料・指導料

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

一該当の有無：口有り

一該当の有無：口有り

 無し

ば無し

⑩食品中のペンディメタリンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：B A S F ジャパン秩式会針

寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

口令和3 年度

受取の有無：口有リ S ?  無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料

口 その他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

ロ コンサルタント料・指導料

)

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無：口有り

該当の有無：口有り

S 無し

s f 無し

⑪食品中のホラムスルフロンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）: バイエルクロップサイエンス株式会社

寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

口令和3 年度

一受取の有無：口有り 0 * * 無し
当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

- 口 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

口 5 0 0 万円超
【受取額の内訳】

口寄附金( 奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料 口 原稿執筆料

口 その他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

)

ロコンサルタント料・指導料

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係
特記事項

該当の有無：口有り

該当の有無：口有り

 無し

材無し



⑫食品中のポリオキシンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：科研製薬株式会社
・寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

口令和3 年度

受取の有無：口有り E I 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

ー ロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

  口その他（ ）

  ・申請資料等の作成に密接に関与 一該当の有無：口有り 穿無し

  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 一該当の有無：口有り 随無し

  「特記事項 1

企業一名（申請企業等）：クミアイ化学工業株式会社
寄付金・契約金等の受取( 割当て) 額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2 年度

口令和3 年度

  一受取の有無：口有リ 無し

当該年度における受取額

口 5 0 万円以下

ー ロ 5 0 万円超~ 5 0 0 万円以下

. 口 5 0 0 万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金( 奨学寄付金含む） 口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料 口 原稿執筆料 口 当該企業の株式

   口 その他（ )  
  ・申請資料等の作成に密接に関与 該当の有無：口有り 圀無し

  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 一該当の有無：口有り g f 無し

  「特記事項 π















（ 宛　先 ）

〒100－8916 東京都千代田区霞が関１－２－２
電話　 03（5253）1111　（内線4289）
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FAX 03－3595－2432　（残留農薬等基準審査室ＦＡＸ）

令和　　　年　　　月　　　日

令和3年10月22日 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬･動物用医薬品部会

現　職

氏　名

⑪食品中のホラムスルフロンの残留基準の設定について

⑫食品中のポリオキシンの残留基準の設定について

③食品中のカズサホスの残留基準の設定について

厚生労働省　医薬・生活衛生局
　食品基準審査課　残留農薬等基準審査室　宛

寄付金・契約金等受取（割当て）額等回答表

　以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回
答する。

①食品中のウニコナゾールPの残留基準の設定について

②食品中のオキサチアピプロリンの残留基準の設定について

⑩食品中のペンディメタリンの残留基準の設定について

④食品中のスピノサドの残留基準の設定について

⑤食品中のピランテル及びモランテルの残留基準の設定について

⑥食品中のピリベンカルブの残留基準の設定について

⑦食品中のフェナザキンの残留基準の設定について

⑧食品中のフルアジナムの残留基準の設定について

⑨食品中のブロフラニリドの残留基準の設定について



企業名（申請企業等）： 住友化学株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： ダウ・アグロサイエンス日本株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： エフエムシー・ケミカルズ株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

①食品中のウニコナゾールPの残留基準の設定について

②食品中のオキサチアピプロリンの残留基準の設定について

③食品中のカズサホスの残留基準の設定について



企業名（申請企業等）： ダウ・アグロサイエンス日本株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（製造企業等）： ピーヴィージー・ジャパン有限会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（製造企業等）： コーキン化学株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

④食品中のスピノサドの残留基準の設定について

⑤食品中のピランテル及びモランテルの残留基準の設定について



企業名（申請企業等）： クミアイ化学工業株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： ゴーワン社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： 石原産業株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

⑦食品中のフェナザキンの残留基準の設定について

⑧食品中のフルアジナムの残留基準の設定について

⑥食品中のピリベンカルブの残留基準の設定について



企業名（申請企業等）： 三井化学アグロ株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： BASFジャパン株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： バイエルクロップサイエンス株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

⑪食品中のホラムスルフロンの残留基準の設定について

⑨食品中のブロフラニリドの残留基準の設定について

⑩食品中のペンディメタリンの残留基準の設定について



企業名（申請企業等）： 科研製薬株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： クミアイ化学工業株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

⑫食品中のポリオキシンの残留基準の設定について


